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路
運
送
車
両
の
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安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
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六
十
七
号
）
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自
動
車
（
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
の
前
面
ガ
ラ
ス
及
び
側
面
ガ
ラ
ス
（
告
示
で
定
め
る
部

３

自
動
車
（
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
の
前
面
ガ
ラ
ス
及
び
側
面
ガ
ラ
ス
（
告
示
で
定
め
る
部

分
を
除
く
。
）
は
、
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
ひ
ず
み
、
可
視
光
線
透
過
率
等
に

分
を
除
く
。
）
は
、
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
ひ
ず
み
、
可
視
光
線
透
過
率
等
に

関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
に
規
定
す
る
窓
ガ
ラ
ス
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
が
装
着
さ
れ
、
は
り
付
け
ら

４

前
項
に
規
定
す
る
窓
ガ
ラ
ス
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
が
は
り
付
け
ら
れ
、
塗
装
さ

れ
、
塗
装
さ
れ
、
又
は
刻
印
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

れ
、
又
は
刻
印
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
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